
○ 静岡県教育委員会は、指導主事未配置の賀茂地区５町に県の指導主事を派遣（平成26～28年度）。

○ また、県と賀茂地区の１市５町で連携協約を締結し、消費生活センターを共同設置（平成28年４月～）。

賀茂６市町の業務

○消費生活相談の実施
○消費者教育の推進

県の業務

○県民相談の実施＋
機関等の共同設置
（地方自治法）

賀茂広域消費生活センター
消費生活相談の実施、消費者教育の推進、

県民相談・５町への出張相談の実施

【財政上の分担】
 県民相談員及び行政職員

の人件費は県負担
 消費生活相談員人件費は

国の交付金等を活用
 その他運営費は市町が

人口割

【必要な規約等】
 連携協約
 共同設置規約

 センターの組織・
運営条例

都道府県と市町村による一体的なサービス提供体制の構築

 賀茂地区では、消費生活相談員の確

保や単独でのセンター整備が難しく、

市町間連携による検討も進捗せず。

⇒ 県と賀茂地区の１市５町で地方自治

法に基づく連携協約を締結し、共同設

置規約を制定して消費生活センターを

共同設置。

 効率的、専門的な運用が可能となると

ともに、県民相談が併せて実施される

ことで、多様な相談に対応可能。

 平成26年度から平成28年度にかけて、指導主事未配置の５町に県の指導主事を

派遣し、各学校訪問（訪問指導、初任者研修等）、研修会の企画・開催等を実施。

 県と５町で検討を行い、平成29年度からは、５町で指導主事を地方自治法に基づき

共同設置。

指導主事の派遣

賀茂地区

消費生活センターの共同設置

かも

にしいずちょう ひがしいずちょう

かわづちょう

まつざきちょう

みなみいずちょう

しもだし
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を一部加工
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